
　岐阜県（郡部：町村域）の生活保護法施行事務における特定個人情報
ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプラ
イバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情
報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措
置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでい
ることを宣言する。

特記事項

10 生活保護に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

岐阜県知事

 公表日

 評価実施機関名

[令和６年10月　様式２]

  令和8年1月30日



 連絡先
岐阜県健康福祉部地域福祉課
〒500-8570　岐阜市薮田南2丁目1番1号
TEL：058-272-8264

 ②所属長の役職名 地域福祉課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
個人情報総合窓口
〒500 8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号
TEL：058-272-1138

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

Ⅰ　関連情報

 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 生活保護法施行事務

 ②事務の概要

 ③システムの名称
中間サーバー、統合利用番号連携サーバー、住民基本台帳ネットワークシステム、生活保護システ
ム、統合専用端末、医療保険者等向け中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

被保護者ファイル

被保護者を対象とした生活保護費の支給事務
生活保護法施行事務の実施に必要な要（被）保護者の調査に関する事務
医療扶助のオンライン資格確認に必要な事務

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）
（以下「番号法」という。）第９条第１項　別表の２３項
・番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令　第１５条
・番号法第９条第１項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令　１の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

［情報提供］
・番号法第１９条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令　第２条
１３の項、１４の項、１８の項、２０の項、２８の項、３７の項、４０の項、４８の項、４９の項、５３の項、５９の
項、６３の項、６９の項、７４の項、７５の項、７６の項、８６の項、８７の項、８９の項、９６の項、１０８の項、
１２５の項、１３２の項、１４１の項、１４４の項、１５１の項、１５５の項、１５８の項、１６１の項、１６２の項、
１６７の項、１６８の項、１６９の項、１７０の項、１７１の項、１７２の項

［情報照会］
・番号法第１９条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令　第２条
４２の項、４３の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康福祉部地域福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ]
1) 実施する

2) 実施しない



 適用した理由

 ９．規則第９条第２項の適用 ［ ］適用した



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和7年10月31日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個
人情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果

 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和7年10月31日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]
＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ]
2) 1,000人以上1万人未満

3) 1万人以上10万人未満

4) 10万人以上30万人未満

5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目

 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞

1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付け
が行われるリスクへの対策は
十分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリス
クへの対策は十分か

 [

］委託しない［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]

1) 基礎項目評価書

2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書

3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記
載されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 不正な提供・移転が行われ
るリスクへの対策は十分か

 [

］接続しない（提供）



＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている

2) 十分に行っている

3) 十分に行っていない

＜選択肢＞

 1)　目的外の入手が行われるリスクへの対策

 2)　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクへの対策

 3)　権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策

 4)　委託先における不正な使用等のリスクへの対策

 5)　不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)

 6)　情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策

 7)　情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策

 8)　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

 9)　従業者に対する教育・啓発

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査

 ９．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 人為的ミスが発生するリスク
への対策は十分か

 [ 十分である

］人手を介在させる作業はない

 判断の根拠

マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、マイナン
バー登録の際には、必ず複数人での確認を行っている。
これらの対策を講じていることから、人為的ミスが発生するリスクへの対策は「十分である」と考えられ
る。

]

 ８．人手を介在させる作業 ［

]十分である

 判断の根拠

生活保護システムへのアクセスが可能な職員は、静脈認証とパスワードによる認証によって限
定しており、その中でもマイナンバーをシステムに登録できる職員のみ、権限を設定することで、アクセ
ス権限の適切な管理を行っている。また、アクセスログにより、不正なアクセスがないか確認できる体
制となっている。これらの対策を講じていることから、権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用されるリスクへの対策は「十分である」と考えられる。

 3)　権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策

 11．最も優先度が高いと考えられる対策 ［ ］全項目評価又は重点項目評価を実施する

 [ ]

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 10．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

] [

[

 当該対策は十分か【再掲】  [ 十分である ]

 最も優先度が高いと考えられ
る対策



令和3年10月1日

Ⅰ 関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

［情報照会］
・番号法第１９条第８号　別表第二の３６の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第１９条各号

［情報照会］
・番号法第１９条第８号　別表第二の３６の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第１９条各号

事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和4年4月1日

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
いつ時点の計数か

令和3年5月7日時点 令和4年3月31日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和3年9月1日

Ⅰ 関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

［情報照会］
・番号法第１９条第７号　別表第二の２６の項

［情報照会］
・番号法第１９条第８号　別表第二の３６の項

事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和3年10月1日

Ⅰ 関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）（以下「番号法」という。）第９条第１
項　別表第一の２３項

・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）（以下「番号法」という。）第９条第１
項　別表第一の２３項

事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和3年5月7日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

令和2年4月1日時点 令和3年4月1日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和3年9月1日

Ⅰ 関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）（以下「番号法」という。）第９条第１
項　別表第一の１５項

・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）（以下「番号法」という。）第９条第１
項　別表第一の２３項

事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和2年4月1日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

平成30年4月1日時点 令和2年4月1日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和3年5月7日

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
いつ時点の計数か

平成31年4月24日時点 令和3年5月7日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

平成31年4月24日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

平成30年5月8日時点 平成31年4月24日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

平成31年4月24日 様式 平成30年５月　様式２ 平成31年1月　様式２ 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら

平成30年5月8日

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
いつ時点の計数か

平成30年4月1日時点 平成30年5月8日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

平成31年4月24日

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
いつ時点の計数か

平成30年5月8日時点 平成31年4月24日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

平成29年10月31日

Ⅰ 関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

［情報提供］
・番号法第１９条第７号　別表第二の９の項、１
０の項、１４の項、１６の項、２４の項、２６の
項、２７の項、２８の項、２９の項、３０の項、３１
の項、５０の項、５４の項、５５の項、６１の項、
６２の項、６４の項、７０の項、８７の項、９０の
項、９４の項、１０４の項、１０６の項、１０８の
項、１１６の項及び１２０の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令第８条第１号イ、同条第２
号イ、第９条第１号イ、同条第２号イ、同条第３
号イ、第１１条第１号、第１２条第１号へ、同条
第２号イ、同条第３号ホ、同条第４号、第１７条
第１号、第１９条第１号チ、同条第２号から第５
号まで、第２０条第４号から１０号まで、第２２
条第２号、第２８条１号ハ、同条第２号から５号
まで、同条７号から９号まで、第３３条第３号、
第３５条第１号、第３９条第１号、第４４条各
号、第４７条第１項第２号イ、同条同項第３号
イ、同条同項第４号イ、同条同項第５号イ、同
条同項第６号イ、同条同項第７号イ、同条同項
第８号イ、同条同項第９号イ、同条同項第１０
号イ、第５２条、第５３条第１号ハ、同条第２号
ハ、同条第３号ハ、第５５条第１号イ、同条第２
号イ、同条第３号イ及び同条第４号イ

［情報照会］
・番号法第１９条第７号　別表第二の２６の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第１９条各号

［情報提供］
・番号法第１９条第７号　別表第二の９の項、１
０の項、１４の項、１６の項、２０の項、２１の
項、２４の項、２６の項、２７の項、２８の項、３０
の項、３１の項、３８の項、５０の項、５３の項、
５４の項、６１の項、６２の項、６４の項、７０の
項、８７の項、９０の項、９４の項、１０４の項、１
０６の項、１０８の項、１１６の項及び１２０の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令第８条第１号イ、同条第２
号イ、第９条第１号ニ、同条第３号ロ、同条第４
号ニ、第１１条第１号ニ、同条第２号ロ、同条第
４号イ、第１２条第１号リ、同条第２号ト、同条
第３号ハ、同条第４号リ、同条第６号ト、同条
第８号ヌ、第１４条第３号イ、第１７条第１号、
第１９条第１号ヌ、同条第２号から第６号まで、
第２０条第４号から７号まで、同条第９号ロ、同
条第１０号、第２１条第１号ハ、同条第４号、同
条第５号、同条第７号から９号まで、第２２条第
２号から６号まで、同条第８号、同条第１０号、
同条第１１号、第２３条第１号、第２４条第１
号、第２６条の４第１号、第２７条第３号イ、第２
８条第１号ハ、第３２条第１号イ、同条第２号
イ、第３３条第３号、第３５条第１号、第３９条第
１号、第４４条第１号ヌ、第４７条第２号イ、同
条第３号イ、同条第４号イ、同条第５号イ、同
条第６号イ、同条第７号イ、同条第８号イ、同
条第９号イ、同条第１０号イ、同条第１１号イ、
同条第１２号イ、同条第１３号イ、同条第１４号
イ、同条第１５号イ、同条第１６号イ、同条第１
７号イ、同条第１８号イ、同条第１９号イ、同条
第２０号、同条第２１号、同条第２２号イ、同条
第２３号イ、第５２条、第５３条第１号ニ、同条
第２号ニ、同条第３号ハ、第５５条第１号リ、同
条第６号へ、同条第７号ハ、同条第９号ハ、同
条第１０号ホ、第５９条の２第１号リ、第５９条
の３第１号イ及び同条の３第２号イ

事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

平成30年4月1日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

平成29年7月3日時点 平成30年4月1日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

平成29年10月31日

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
いつ時点の計数か

平成28年6月20日時点 平成29年7月3日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

平成29年10月31日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

平成28年6月20日時点 平成29年7月3日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年10月31日

Ⅰ 関連情報
５．評価実施機関における担
当部署
②部署

健康福祉部地域福祉国保課 健康福祉部地域福祉課 事後

特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

平成29年10月31日

Ⅰ 関連情報
８．特定個人情報ファイルの
取扱に関する問合せ
連絡先

岐阜県健康福祉部地域福祉国保課
〒500-8570　岐阜市薮田南2丁目1番1号
TEL：058-272-8264

岐阜県健康福祉部地域福祉課
〒500-8570　岐阜市薮田南2丁目1番1号
TEL：058-272-8264

事後

特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

平成29年10月31日

Ⅰ 関連情報
５．評価実施機関における担
当部署
②所属長

地域福祉国保課長　林　佳孝 地域福祉課長　安田　圭一郎 事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年12月4日

Ⅰ 関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）（以下「番号法」という。）第９条第１
項　別表第一の２３項
・番号法別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令　第１５条
（独自利用）
・番号法第９条第２項
・岐阜県個人番号の利用等に関する条例第３
条第１項　別表第一

・行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）（以下「番号法」という。）第９条第１
項　別表の２３項
・番号法別表の主務省令で定める事務を定め
る命令　第１５条
・番号法第９条第１項に規定する準法定事務
及び準法定事務処理者を定める命令　１の項

事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和6年12月4日
Ⅳ　リスク対策　11．最も優先
度が高いと考えられる対策

生活保護システムへのアクセスが可能な職員
は、静脈認証とパスワードによる認証によって
限
定しており、その中でもマイナンバーをシステ
ムに登録できる職員のみ、権限を設定するこ
とで、アクセス権限の適切な管理を行ってい
る。また、アクセスログにより、不正なアクセス
がないか確認できる体制となっている。これら
の対策を講じていることから、権限のない者
（元職員、アクセス権限のない職員等）によっ
て不正に使用されるリスクへの対策は「十分で
ある」と考えられる。

事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和6年12月4日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

令和5年4月1日時点 令和6年4月1日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和6年12月4日
Ⅳ　リスク対策　８．人手を介
在させる作業

マイナンバー利用事務におけるマイナンバー
登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、
マイナン
バー登録の際には、必ず複数人での確認を
行っている。
これらの対策を講じていることから、人為的ミ
スが発生するリスクへの対策は「十分である」
と考えられ
る。

事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和6年12月4日

Ⅰ 関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

［情報提供］
・番号法第１９条第８号　別表第二の１０の項、
１１の項、１５の項、１７の項、３１の項、３４の
項、３６の項、３７の項、３８の項、４０の項、４１
の項、５０の項、６３の項、６６の項、６７の項、
７６の項、７７の項、７９の項、８７の項、１１２の
項、１１５の項、１１９の項、１３３の項、１３５の
項、１３７の項、１４６の項及び１５０の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令第８条第１号イ、同条第２
号イ、第９条第１号ホ、同条第３号ロ、同条第４
号ヘ、第１１条第１号ニ、同条第２号ロ、同条
第４号イ、第１２条第１号リ、同条第２号ト、同
条第３号ハ、同条第４号リ、同条第６号ト、同
条第８号ヌ、第１４条第３号イ、第１７条第１
号、第１９条第１号ヌ、同条第２号から第６号ま
で、第２０条第９号、同条第１１号、同条第１３
号から１４号まで、同条第１９号ロ、同条第２１
号、第２１条第２号ハ、同条第９号、同条第１０
号、同条第１２号から１４号まで、第２２条第２
号から６号まで、同条第８号、同条第１０号、同
条第１１号、第２３条第２号イ、第２４条第１号、
第２６条の４第１号、第２７条第３号イ、第２８条
第１号ハ、第３２条第１号イ、同条第２号イ、第
３３条第３号、第３５条第１号、第３９条第１号、
第４４条第１号ヌ、第４７条第１２号イ、同条第
１３号イ、同条第１４号イ、同条第１６号イ、同
条第２６号イ、同条第２７号イ、同条第２９号
イ、同条第３１号イ、同条第３２号イ、同条第３
３号イ、同条第３４号イ、同条第３５号イ、同条
第３６号イ、同条第３７号イ、同条第３８号イ、
同条第３９号イ、同条第４０号イ、同条第４１号
イ、同条第４４号イ、同条第４５号イ、同条第４
６号、同条第４７号、同条第４８号イ、第５２条、
第５３条第１号ニ、同条第２号ニ、同条第３号
ハ、第５５条第１号リ、同条第６号へ、同条第７
号ハ、同条第９号ハ、同条第１０号ホ、第５８条

［情報提供］
・番号法第１９条第８号に基づく利用特定個人
情報の提供に関する命令　第２条
１３の項、１４の項、１８の項、２０の項、２８の
項、３７の項、４０の項、４８の項、４９の項、５３
の項、５９の項、６３の項、６９の項、７４の項、
７５の項、７６の項、８６の項、８７の項、８９の
項、９６の項、１０８の項、１２５の項、１３２の
項、１４１の項、１４４の項、１５１の項、１５５の
項、１５８の項、１６１の項、１６２の項、１６７の
項、１６８の項、１６９の項、１７０の項、１７１の
項、１７２の項

［情報照会］
・番号法第１９条第８号に基づく利用特定個人
情報の提供に関する命令　第２条
４２の項、４３の項

事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和6年12月4日

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
いつ時点の計数か

令和5年3月31日時点 令和6年3月31日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和5年4月1日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

令和4年4月1日時点 令和5年4月1日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和5年4月1日
Ⅳの４　特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託

［〇］委託しない ［　］委託しない　［十分である］ 事前

令和5年4月1日 Ⅰの１の③　システムの名称
中間サーバー、統合利用番号連携サーバー、
住民基本台帳ネットワークシステム、生活保護
システム

中間サーバー、統合利用番号連携サーバー、
住民基本台帳ネットワークシステム、生活保護
システム、統合専用端末、医療保険者等向け
中間サーバー

事前

令和5年4月1日

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
いつ時点の計数か

令和4年3月31日時点 令和5年3月31日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和4年4月1日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

令和3年4月1日時点 令和4年4月1日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和5年4月1日  Ⅰの１の②　事務の概要
被保護者を対象とした生活保護費の支給事務
生活保護法施行事務の実施に必要な要（被）
保護者の調査に関する事務

被保護者を対象とした生活保護費の支給事務
生活保護法施行事務の実施に必要な要（被）
保護者の調査に関する事務
医療扶助のオンライン資格確認に必要な事務

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年1月30日

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
いつ時点の計数か

令和6年3月31日時点 令和7年10月31日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。

令和8年1月30日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

令和6年4月1日時点 令和7年10月31日時点 事後
特定個人情報保護評価指針
に定める重要な変更に当たら
ないため。


